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Flash Report：人工知能（AI）の開発促進や透明性確保を目指す法案の閣議決定 

 

2025 年 2 月 28 日、「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」（以下「AI 法

案」といいます。）が閣議決定され、通常国会に提出されました1。AI 法案では、人工知能の開発

促進と安全確保の両立を目指すことを目的としており、AI 戦略本部の設置や AI 基本計画の策定及

び基本的施策が定められています。本ニュースレターでは、AI 法案の概要について報告いたしま

す。 

 

I. AI 法案の背景 

国際的に AI をめぐる規制やルールメイキングの議論が進むなか、日本では、これまで政府は AI

戦略会議のもと、AI制度の在り方を目的として、AI制度研究会を設置し、AI制度の在り方について

の議論を続けてきました。以前のニュースレターでご説明しましたとおり、2024年 12月末に公表さ

れた「中間とりまとめ案」では、イノベーション促進とリスクへの対応の両立の観点から、従来の

ガイドライン等のソフトローによる対応を基本としつつ、対応は事業者の自主的な努力による対応

が期待できないものに限定して法制度による対応を行うべきであるとの方向性を示していました2。

今回の AI 法案は、この方向性に基づき、人工知能の開発促進及び安全確保が基本理念として掲げら

れ、AI 戦略本部、AI 基本計画、基本的施策、責務、及び附則について定めるものとして、もっとも

AI を開発・活用しやすい国として、世界のモデルとなる制度として設計されたものです。 

 

II. AI 法案の概要 

https://arakiplaw.com/insight/2339/
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1. 基本理念 

AI 法案は、以下の 2 点を基本理念として掲げています。 

① AI 関連技術の研究開発・活用の促進 

AI 技術は経済社会の発展の基盤で安全保障の観点からも重要な技術であることに鑑み、研究開

発を行う能力を保持するとともに産業の国際競争力を向上させること及び基礎研究から活用に

至るまで取り組みを総合的かつ計画的に推進すること3。 

② AI 技術の研究開発・活用の透明性の確保 

国民の権利利益が害される事態を助長するおそれがあることに鑑み、適正な実施を図るため研

究開発・活用で透明性を確保すること4。 

 

2. AI 戦略本部の設置 

AI 関連技術の研究開発・活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に

AI 戦略本部を置くことが定められました5。本部の長は首相、副本部長は官房長官と AI 戦略相、本

部員は全ての国務大臣を充てるとされています。また、AI 戦略本部は、関係行政機関、地方公共団

体、独立行政法人などに資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができると

定められました。 

 

3. AI 基本計画 

政府は基本理念に則り、基本的施策を踏まえ、AI関連技術の研究開発・活用推進に関する基本的

な計画を定めることとされました6。 

 

4. 基本的施策 

 

4.1 研究開発の促進等のための整備及び共用の促進 

研究開発の推進、開発機関における研究開発の成果の移転のための体制の整備、研究開発の成果

にかかる情報の提供その他の施策を講じることとされました7。また、施設や設備、知的基盤の整

備・共用の促進、多様な人材の確保、教育や学習の振興のために必要な施策を講じることも明記さ

れました。 



   Araki International IP & Law   

 

  © Araki International 2025   

4.2 適正性の確保 

国は不正な目的または不適切な方法による技術の研究開発、活用に伴って国民の権利利益の侵害

が生じた事案の分析及びそれに基づく対策を検討するとされました8。また、その他の関連技術の研

究開発・活用の推進に資する調査及び研究を行うこと及びその結果に基づき研究開発機関、活用事

業者等への指導、助言、情報の提供その他の必要な措置を講じることが明記されました。 

 

5. 責務 

AI法案は、国、地方公共団体、研究開発機関、事業者、国民の責務を第 4条から 7条に定めまし

た。特に、第 7 条には活用事業者9は国や地方公共団体の施策に協力しなければならないとの定めが

あり、今後どのような施策に協力することが求められるのかの詳細が論点となる可能性があります

10。 

 

6. 附則 

附則には、政府は、国際的動向その他の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状

況について検討を加え、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所用の措置を講ずる

ものと定められました11。AI 法案の規定は、必要に応じて見直しが行われることが予定されていま

す。 

 

III. まとめ 

以上に説明しましたように、今般閣議決定のうえ国会提出された AI 法案では、リスク対応とし

て、不正な目的や不適切な方法による AI 関連技術の研究開発や活用で国民の権利侵害が生じた際、

国が分析し対策を検討することとされ、その結果に基づいて「指導、助言、情報の提供その他の必

要な措置を講ずる」と定められたことがポイントです。EU AI Act のような事業者に罰則を求める案

は見送られた一方で、AI による著しい人権侵害を確認したり、指導しても改善がみられなかったり

した場合に AI の開発事業者と、活用事業者らを公表することが可能になることが予想されます。事

例が悪質かどうかの調査はそれぞれの分野の所管省庁が担い、判断基準は新法施行後に詰めるとさ

れています。 
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本 AI ニュースレターシリーズでは、引き続き、AI 法案に関する動向についてレポートいたしま

す。 

 

［AIL AI ニュースレターシリーズ］ 

- [日本] AI 戦略会議・AI 制度研究会「中間とりまとめ（案）」の公表： AI をめぐる新たな

法制度の方向性, 2025 年 01 月 09 日 

- [日本] 日本における AI をめぐる政策その他の取組みの動向, 2024 年 10 月 31 日 

- [EU] EU AI 法：新規則がもたらす主な影響, 2024 年 9 月 6 日 

 

 
1 内閣府「第 217回通常国会」、https://www.cao.go.jp/houan/217/index.html （最終参照日：2025年 3 月 10日） 

2 AI 戦略会議・AI制度研究会「中間とりまとめ（案）」、https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_kenkyu/5kai/shiryou1.pdf（最

終参照日：2025年 3月 10日） 

3 内閣府「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217anbun_2.pdf 

（最終参照日：3月 10 日） 

4 同上、2-3頁 

5 同上、10-13頁 

6 同上、9頁 

7 同上、7頁 

8 同上、8頁 

9 AI 関連技術を活用した製品又はサービスの開発又は提供を使用する者及びその他の AI関連技術を事業活動において活用しよう

とする者と定義される 

10 同上、5頁 

11 同上、14頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arakiplaw.com/insight/2339/
https://arakiplaw.com/insight/2339/
https://arakiplaw.com/insight/2254/
https://arakiplaw.com/insight/2216/
https://www.cao.go.jp/houan/217/index.html
https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_kenkyu/5kai/shiryou1.pdf
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217anbun_2.pdf
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［荒木法律事務所について］ 

荒木法律事務所（Araki International IP&Law）は、2021 年にグローバル・ファーム及び日本の国

内ファーム等で 10 年以上の経験を有する弁護士によって創設された法律事務所です。特に、知的財

産分野のクロス・ボーダーのライセンスや国際的な紛争解決の分野に力を入れています。その他、

国際取引・紛争解決、データ・プライバシー、IT・情報通信、規制対応・コンプライアンス等、幅

広い領域において企業をサポートいたします。 

 

本ニュースレターは、当事務所のクライアントの皆様、当事務所所属弁護士と名刺交換させていた

だいた皆様、及び、当事務所が主催又は後援するイベントにご参加いただいた皆様宛てに、一般的

な情報提供を目的としてご案内しております。本レターが法的アドバイスを構成するものではない

ことにご留意ください。配信を希望される場合、その他お問合せにつきましては、お手数ですがメ

ールでご連絡ください。 
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